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告 示

北海道告示第１５３号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
牛の死体の所有者に対し、当該牛の死体について、牛の伝達性海綿状脳症の発生の状況を把
握するための検査を受けることを命ずる。
平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実施の目的
牛の伝達性海綿状脳症の発生の状況を把握するため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域 実 施 の 期 日

（当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
北海道一円 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで
（ただし、奥尻町、羽幌町の天売及び焼尻、利尻町、利尻富士町並びに礼文町の区域を

除く。）

３ 実施の対象となる家畜の死体の種類及び範囲

牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７０号）第６条第１項に基づく届出の対象

となる牛の死体。ただし、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則（平成１４年農林水産省令

第５８号）第４条第２号から第４号までに該当する場合を除く。

４ 実施の方法

� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する施設で家畜防疫員が行う。ただし、施設へ

の搬入は、牛の死体の診断又は検案を受けた後、遅滞なく受付時間内にするものとする。

� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法

による。

北海道告示第１５４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第１項の

規定により、静内町土地改良区の行う土地改良（維持管理）事業の土地改良事業計画の変更

の認可の申請を適当と決定した。

その関係書類は、北海道日高支庁に備え置いて、平成２２年３月９日から２０日間、一般の縦

覧に供する。

平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１５５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（豊

別地区草地整備［担い手中核型］（農業用道路、区画整理））事業の土地改良事業変更計画

を定めた。

その関係書類は、北海道宗谷支庁に備え置いて、平成２２年３月９日から２０日間、一般の縦

覧に供する。

平成２２年３月５日
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北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１５６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により、厚真町宇隆地区の
換地処分をした。
平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１５７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 稚内市大字声問村字サラキトオマナイ１４０２の１、１４０２の

３３
２ 指 定 の 目 的 水源のかん養
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道宗谷支庁産業振興部林務課及び稚内
市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１５８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 天塩郡豊富町字上サロベツ１０８３の２７（次の図に示す部分に限

る。）、１０８３の２９
２ 指 定 の 目 的 風害の防備
３ 指 定 施 業 要 件

� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産
業振興部林務課及び豊富町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１５９号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
日高郡新ひだか町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
新ひだか町（次の図に示す部分に限る。）

	 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

日高郡新ひだか町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
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 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部

林務局治山課及び新ひだか町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１６０号

平成２２年北海道告示第３号（知事権限に係る保安林の指定の予定）の一部を次のように改

正する。

平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

第１項を削り、第２項を第１項とする。

北海道告示第１６１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。

平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 及 び 縦 覧 場 所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 増 毛 稲 田 線 雨竜郡妹背牛町字チクシベツ１３８９番１地先から 平成２２年３月６日
北 海 道 札 幌 土 木 現 業 所 同郡妹背牛町字大鳳１７４９番３地先まで 午前１０時
道道 滝野上野幌自転車道線 江別市大麻５１６番２地先から同市大麻５２４番２地

先まで
平成２２．３．５

北 海 道 札 幌 土 木 現 業 所
道道 早 来 千 歳 線 千歳市美 ７々５８番１３７地先から同市美 ７々５８番９９

地先まで
同

北 海 道 札 幌 土 木 現 業 所
道道 帯 広 新 得 線 上川郡新得町栄町２５番１地先から同郡新得町栄

町１番地先まで
同

北 海 道 帯 広 土 木 現 業 所
道道 忠 別 清 水 線 上川郡清水町字清水基線２７番２地先から同郡清

水町字清水基線１５番１地先まで
同

北 海 道 帯 広 土 木 現 業 所
道道 士 幌 上 士 幌 線 河東郡士幌町字士幌西２線２１５番１地先から同

郡士幌町字士幌西１線２１８番２地先まで
同

北 海 道 帯 広 土 木 現 業 所

北海道告示第１６２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域
路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
東奈井江奈井江停車場線 空知郡奈井江町字東奈井江１８４９番１地先から 前 ７．５０�から １１６．５０� ――北海道札幌土木現業所 同郡奈井江町字東奈井江１８４９番１地先まで １６．００�まで

後 ７．５０�から １１６．５０� ――３０．３０�まで
西 風 連 士 別 線 名寄市風連町字西風連３７６番１地先まで士別

市多寄町４０７８番３地先まで 前 ９．３１�から １，０２７．６２� 道道朱鞠内風連線
北海道旭川土木現業所 １９．０２�まで 重複 Ｌ＝８．２８�

後 ９．３１�から １，０２７．６２� 道道朱鞠内風連線
１９．０２�まで 重複 Ｌ＝８．２８�

後 １７．４０�から ９３０．２４� 道道朱鞠内風連線
８４．４０�まで 重複 Ｌ＝８．２８�

北海道告示第１６３号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。
平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域の箇所番号

札幌南沢６条２丁目（－０－５６４－２９８２）
� 土砂災害警戒区域の表示
札幌市南区南沢６条２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

２� 土砂災害警戒区域の箇所番号
札幌南沢６条４丁目（－０－Ｈ１７－０００７）

� 土砂災害警戒区域の表示
札幌市南区南沢６条４丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

３� 土砂災害警戒区域の箇所番号
かっこうの沢川（－５４）
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� 土砂災害警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

４� 土砂災害警戒区域の箇所番号
浅田の沢川（�－４０）

� 土砂災害警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

５� 土砂災害警戒区域の箇所番号
東白川（�－２６）

� 土砂災害警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

６� 土砂災害警戒区域の箇所番号
右南の沢左２号沢川（�－２７）

� 土砂災害警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

（「次の図」は省略し、その図面を札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１６４号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

札幌南沢２（－０－１３１－１３１）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊
� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢５（－０－１３３－１３３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢１条３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢１条２丁目（－０－１３４－１３４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢１条２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢９（－０－１３５－１３５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢１条３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢１０（－０－１３６－１３６）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢１条３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
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６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢１１（－０－１３７－１３７）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢１３（－０－１３８－１３８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢２条３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢１（－０－５６５－２９８３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢５条４丁目（－０－５６６－２９８４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢５条４丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢３条２丁目（－０－５６７－２９８５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

札幌市南区南沢３条２丁目（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢６（�－０－７２－７２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢８（�－０－７３－７３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢１２（�－０－７４－７４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢２条３丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢４（�－０－５５７－２３３８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
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� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
札幌南沢７（�－０－１６－１６）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
青木の沢川（－５５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
硬石山２号沢川（－５６）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
南の沢団地の沢川（－５９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

香料の沢川（�－３９）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
浅田上の沢川（�－４１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
南の沢小川の沢川（�－４２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
札幌市南区南沢（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１６５号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業の事業計画の変更を認可した。
平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 施 行 者 の 名 称 札幌市
� 都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（８・４・３５号仮称 札幌

駅前通公共地下歩道）
� 事 業 施 行 期 間 平成１７年４月１９日から平成２５年３月３１日まで
� 事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ） 平成１８年北海道告示第７９１号の事業地のうち中央区
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北２条西４丁目及び北３条西４丁目地内において事業
地を変更する。

（ 使 用 の 部 分 ） 中央区北２条西４丁目及び北３条西４丁目地内
２� 施 行 者 の 名 称 名寄市
� 都市計画事業の種類及び名称 名寄都市計画道路事業（３・３・４号緑丘通）
� 事 業 施 行 期 間 平成２０年５月２３日から平成２３年３月３１日まで
� 事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ） 変更なし

北海道告示第１６６号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２２年３月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� パーソナルコンピュータ ８台
� パーソナルコンピュータ ３００台
� パーソナルコンピュータ １９７台
２ 落札を決定した日
平成２２年２月１６日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 大丸藤井株式会社
住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地

� 氏 名 大丸藤井株式会社
住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地

� 氏 名 北海道オフィス・マシン株式会社
住 所 札幌市中央区大通西１６丁目３番地

４ 落札金額
� ８２２，３６０円
� ２９，０８７，１００円
� １７，５５９，４９６円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年１月２２日付け北海道告示第５３号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道出納局会計事務センター

� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

支 庁 告 示

北海道十勝支庁告示第３９号

次のとおり一般競争入札より落札者を決定した。

平成２２年３月５日

北海道十勝支庁長 竹 林 孝

１ 落札者に係る物品等の名称及び数量

� 高張力鋼管（溶融亜鉛メッキ仕上げ 径７５�以上 長６�以上） １２１本

� 高張力鋼管（溶融亜鉛メッキ仕上げ 径７５�以上 長３�以上） ６本

� ベンド（高張力鋼製 溶融亜鉛メッキ仕上げ 径７５�以上 ９０°） ４個

� エンドキャップ（高張力鋼製 溶融亜鉛メッキ仕上げ 径７５�以上） ２個

� ハイドランドティー（高張力鋼製 溶融亜鉛メッキ仕上げ 径７５�以上） ７個

� ハイドランドオープナー（高張力鋼製 溶融亜鉛メッキ仕上げ 径７５�以上） ２個

� 町野付ボールレバー（高張力鋼製 溶融亜鉛メッキ仕上げ 取水栓用径７５�×
７５�以上） ２個

� 高圧送水ホース（合成ゴム製 鋼管接続金具付 １６Ｋ 径７５� 長１８�） １本

２ 落札を決定した日

平成２２年２月３日

３ 落札者の氏名及び住所

� 氏 名 緑産株式会社

� 住 所 神奈川県相模原市田名３３３４番地

４ 落札金額

５，１０３，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

６ 一般競争入札の公告

平成２２年１月５日付け北海道十勝支庁第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道十勝支庁地域振興部総務課

� 所在地 帯広市東３条南３丁目

道教育庁後志教育局告示
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北海道教育庁後志教育局告示第２５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２２年３月５日

北海道教育庁後志教育局長 下 道 一 廣
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 総合実践装置 一式
� デザインクリエイト実習装置 一式
� ネットワークシステム実習装置 一式
２ 落札を決定した日
平成２２年２月１２日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 大丸藤井株式会社
イ 住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地

�ア 氏 名 北海道日興通信株式会社
イ 住 所 札幌市中央区大通東７丁目１２番地３３

�ア 氏 名 大丸藤井株式会社
イ 住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地

４ 落札金額
� １６，２７５，０００円
� １１，５５０，０００円
� ９，７６５，０００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年１２月２５日付け北海道教育庁後志教育局告示第２２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁後志教育局企画総務課
� 所在地 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

道 公 安 委 員 会 規 則

道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月５日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第１号

道路交通法施行細則の一部を改正する規則
道路交通法施行細則（昭和４７年北海道公安委員会規則第１１号）の一部を次のように改正す
る。
第２３条第１項中「運転免許（仮運転免許（第３項及び第３０条第１項第２号において「仮免
許」という。）を除く。事項において同じ。）試験」を「運転免許試験（仮運転免許（以下
「仮免許」という。）の運転免許試験を除く。）」に改め、同条第２項中「を受けた」を
「（仮免許を除く。）を受けた者又は国際運転免許証等を所持する」に改め、同条第３項中
「通知（」の次に「以下」を加える。
第２８条の表中「同市字智恵文１９００番１」を「中川郡美深町字美深６６６番１０」に、「天塩郡
豊富町字上サロベツ５７２番７から同町」を「天塩郡幌延町元町８８番１から同郡豊富町」に、
「

２２８号
函館市石川町４３４番７から北斗市柳沢２２６番まで

２８０号
」

を
「

２２８号
函館市石川町４３４番７から北斗市柳沢２２６番まで

２８０号

３３３号 紋別郡遠軽町生田原旭野１５２番１から常呂郡佐呂間町字大成５８０番１まで
」

に改める。
別記様式第２８号中「第１０２条第４項」を「第１０２条第 項」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２８条の表の改正規定中「同市字智恵文
１９００番１」を「中川郡美深町字美深６６６番１０」に改める部分は平成２２年３月６日から、「天
塩郡豊富町字上サロベツ５７２番７から同町」を「天塩郡幌延町元町８８番１から同郡豊富町」
に改める部分は同月１４日から施行する。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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